
   

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

大石田町商工会（法人番号  1390005005657） 

大石田町（地方公共団体コード 063410） 

実施期間 令和 6年 4月 1日～令和 11年 3月 31日 

目標 

（１）小規模事業者の経営力向上に対する支援 

 

（２）事業の持続的発展を思い描く小規模事業者の事業承継支援 

 

（３）経営指導員等の経営力再構築伴走支援力の向上 

事業内容 

3.地域の経済動向調査に関すること 

①地域の経済動向分析（国が提供するビッグデータの活用） 

②県内統一景況調査 

③大石田町商工会景気動向分析 

4.需要動向調査に関すること 

①小売・飲食・生活関連サービス業等の消費者アンケート調査 

5.経営状況の分析に関すること 

①経営分析セミナーの開催 

②経営分析の実施 

6.事業計画策定支援に関すること 

①ＤＸ推進セミナーの開催・ＩＴ専門家派遣 

②事業計画策定セミナーの開催 

7.事業計画策定後の実施支援に関すること 

①事業計画策定事業者のフォローアップ 

8.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①物産展等への出展 

②商談会等への参加 

③ＳＮＳの活用 

④ＥＣサイトの利用 

連絡先 

大石田町商工会 

〒999-4115 山形県北村山郡大石田町桂木町７番２ 

TEL：0237-35-2131 FAX：0237-35-2129 

E-mail：ooishida@shokokai-yamagata.or.jp 
 

大石田町産業振興課 

〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町１番地 

TEL：0237-35-2111 FAX:0237-35-2118 

E-mail：syokoka@town.oishida.yamagata.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

１.目 標 

 

（１）地域の現状と課題 

① 大石田町の概要 

 

 大石田町は山形県のほぼ中央に位置し、総面積 79.54㎢、人口は 6,577人（令和 2年国勢調査）

の町である。 

  町の中央を南北に最上川が流れている。最上川三難所（碁点・三河瀬・隼）の下流にある大

石田は、陸路と水路の接点という地の利から、かつては最上川最大の舟着場として栄えてきた。

最上川沿いには、舟運文化を偲ばせる白い塀を描いた特殊堤防が作られているほか、旧家には蔵

や江戸時代から伝わるお雛様などが残り、今も当時の名残をとどめている。また、水と緑の豊か

な景観に恵まれ、松尾芭蕉や齋藤茂吉、小松均など数多くの文人や画家が足を運んでいる。 

 広域交通網は、町の東部に南北に縦貫するＪＲ奥羽本線、ＪＲとほぼ平行に走る国道 13号線、 

町東部から南部に抜ける国道 347号線が走っている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

② 大石田町産業の現状と課題 

  

 大石田町は、豊かな自然に培われた農業を中心に発展してきた町であり、特別栽培米をはじめ、ス

イカや玄そばの生産、農産加工等を取り組んできました。玄そばの生産においては、夏と冬、昼と

夜の寒暖の差が大きく、デンプンの蓄積を多くするため、豊かな風味を生むといわれている。近

年は、そばの里づくりに力を入れており、平成１３年には環境省「かおり風景１００選」に「大

石田町そばの里」が選ばれている。一方で、農業従事者の減少や高齢化、後継者不足といった問

題が深刻化してきているほか、既存商店の衰退傾向、町内での就労の場の不足等の課題を抱えて

いる。 
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【商業の現状と課題】 

 

商業についての環境は、都市整備の進捗とともに、従来の商店街から大型商業施設や大型専門 

店が建ち並ぶ郊外（新たな中心市街地）へと移行しており、既存の小規模店舗では顧客流出によ 

る売上の減少、商品の多様化への対応難から、従来の経営形態の見直しを迫られている。また、 

経営者の高齢化や後継者不足は事業継続にも支障をきたし、やむなく廃業に至る小規模店舗が増 

えており、店舗数・従業員数ともに減少傾向にある。 

地域内商店数（表 1）は、商店数の数と販売額である。大型商業施設や専門店においても、 

近隣の尾花沢市や東根市へ進出しており、価格競争や従業員の引合いも激化している。近年、 

大石田町商品券事業の影響もあり、町内全体の年間商品販売額が、平成 19年度より増加してい 

るものの商店数は減少しており、資金調達等も含めた安定した経営計画を図ることが課題であ 

る。 

 

【表 1 地区内商店数（卸売・小売業） 

区 分 商店数（店） 従業員数（人） 年間商品販売額（万円） 

平成 19年 １０２ ３３９ ４５６，４８０ 

平成 24年 ８４ ２９４ ６２５，８０８ 

平成 28年 ８５ ２８６ ５８０，８５１ 

「 山形県商業統計調査/経済センサス 」 

   

【サービス業の現状と課題】 

 

飲食業： 町内には、そば店（16店舗）・ラーメン店（2店舗）が点在している。 

特に、そばの在来種「来迎寺」や次年子の地そばを使った大石田そばは、夏と冬、昼と 

夜の寒暖の差が豊かな風味を育て、程よいコシがあり、のどごしなめらかな田舎そばと 

して県内外認知されている産業である。そば・ラーメン店は、繁盛店が多く、町のＰＲ 

の一翼を担っている。しかし、経営者の高齢化や後継者不足は事業継続にも支障をきた 

している。親族内承継・第三者事業承継等の支援拡充が必要である。 

 

理・美容業： 町内においては、長年の業歴を持つ店舗が存在している状況である。スタイルや 

情勢の変化が激しい業界である。理容業については、近隣地区への激安カットの 

チェーン店が進出しており、比較的顧客の固定化された業種であったものが、顧客 

流出が激しくなっている。美容業は、一般的なヘアーサロンから近隣地区では、ネ 

イルケア・まつげケア・フェイスケア・ボディケア等の部分的な専門店の出店が 

目立っており、顧客満足度向上に繋がる経営計画を図ることが課題である。 

   

【工業の現状と課題】 

 

  町内の製造出荷額は若干の伸長あるものの、事業所数・従業員数（表 2）はともに減少傾向に 

ある。地区内の主要製造については、食品加工業を中心とした生産工場が存在している。そのほ 

か、自動車関連部品工場がある。近年の景気動向により,製造出荷額は上昇しているものの、 

町内の事業所数不足が、若者の町外への就業と繋がっている。 

近隣地域の雇用の安定は、小規模事業者の事業承継離れの一因ともなっており、新たな課題と

して顕在している。（家業を引き継ぐよりも収入が安定している等の理由） 

町内で製造業を営む小規模事業者と中・大規模製造業者との業務取引関係は比較的少ないのが

現状であり、受発注を結ぶ取り組みが課題である。 
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【表 2 従業者 4人以上の町内製造業の事業所数、従業員数及び出荷額の推移】 

区 分 事業所数（事業所） 従業員数（人） 製造品出荷額（万円） 

平成 22年 １８ ６０８ ６９７，３４７ 

平成 24年 １５ ５９８ ７２５，８６５ 

令和 2年 １３ ５９０ ７５０，４３５ 

「 山形県工業統計調査 」 

 

【建設業の現状と課題】 

建設関連事業者は、土木、木造建築、管工事、左官、板金、建具、畳、塗装、電気、その他

工事と多岐多様であり着工から完成までが町内事業者で完結することができる。しかし、一般

住宅おいては、大手ハウスメーカーの進出が顕著であり、関連する下請け事業もすべて町内事

業者への発注には至らず、町外事業者との競争が増えているのが現状である。 

また、公共工事の増減は町内の建設業者にとって影響が大きく、特に縮小時は、元請業者が自 

社で工事を完了するため、末端まで下請け受注が行渡らない状態になっている。工事単価も引 

下げに応じなければ受注確保が困難であり、公共事業が拡大されている局面でも、町内の小規 

模事業者にすぐに伝わることは少なく、大手との景況格差が大きいため、事業継続に支障をき 

たす場合がある。近年、労働環境の問題から若者の従事希望が少なくなっていると共に、業界 

全体が高齢化となっているため、建設業の生産体制を将来にわたって維持していくためには、 

若年者の入職促進と定着による円滑な世代交代が不可欠となる経営計画を図ることが課題で 

ある。 

 

【業種別商工業者数及び小規模事業者数の推移】 

 大石田町の平成 24年～令和 3年における業種別商工業者数及び小規模事業者数の推移である。 

 

平成 24年 平成 26年 平成 28年 令和 3年 

商工業者数 
（うち、小規

模事業者数） 
商工業者数 

（うち、小規

模事業者数） 
商工業者数 

（うち、小規

模事業者数） 
商工業者数 

（うち、小規模

事業者数） 

商 業 84 66 80 65 85 71 70 60 

工 業 39 34 38 33 35 29 31 25 

建 設 84 83 80 78 82 80 76 73 

サービス業 119 106 115 103 116 103 105 95 

その他 11 11 10 9 10 9 10 10 

合 計 337 300 323 288 328 292 292 263 

「 経済センサス 」 

 

  平成 24年に比して、商工業者数は 45者、小規模事業者数は 37者といずれも減少している。 

区 分 平成 24年 平成 26年 平成 28年 令和 3年 平成 24年比 

地区内商工業者数 337 323 328 292 △45 

地区内小規模事業者数 300 288 292 263 △37 

「 経済センサス 」 
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③大石田町商工会の概要 

 

経営支援の現状と課題 

［現状］ 

巡回指導と窓口指導をとおして、これまで経営一般・金融・税務指導を中心に個別指導を行っ

てきた。特に金融指導は日本政策金融公庫の融資制度（マル経資金）や市内の金融機関及び信用

保証協会と連携した山形県商工業振興資金の活用支援、経理・税務指導として行っている記帳代

行、決算指導は決算分析や次年の売上や設備計画等の立案についてアドバイスを行ってきた。 

また、事業者が経営革新計画に取り組む場合、関係機関が行うセミナーの紹介と受講勧奨、個

別指導の他、専門家派遣による計画書策定支援を行なっている。 

近年の、小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金、創業者向けのやまがたチャレンジ創

業応援事業助成金には経営改善を含めた販路拡大のための事業計画書や創業計画書の策定支援

を行なっている。 

 

［課題］ 

融資実行後の経営改善効果の有無や改善計画の進捗について検証が不十分であったため、改善

効果を上げるためにどうするか、記帳代行や決算指導を毎年継続して行っているが、自計が可能

になるまでの時間が長いため、指導方法の改善をどうするか、経営革新及び補助事業における経

営計画書が確実に実施され、効果が現れるまでの支援をどのようにするか、職員一人当たりの業

務量が多く、支援業務が受動的になっており効果的な経営力再構築型の伴走支援の実践について

課題である。 

 

【大石田町商工会員の推移】 

項    目 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

商 工 会 員 数 222 220 216 216 

 

【業種別会員構成】 

                                （令和 5年 4月 1日現在） 

商 業 サービス業 工業 建設業 その他 計 

51 49 26 72 18 216 

※上記会員構成では、小規模事業者以外の事業者も含まれる。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

  ①10年程度の期間を見据えて 

    10年程度の先を見据えた視点に立ち、先述のとおり、経営者の高齢化や後継者不足等の課 

題を抱える当地の小規模事業者の経営課題や、コロナ禍の中、浮き彫りになった課題の解決を 

図りながら、引き続き、需要を掘り起こして地域経済の牽引役となることが期待される。 

また、大石田町の農産物（そば、自然薯、米、茄子等の野菜類、ワラビ等の山菜類）といっ 

た地域資源を活かし、自らの強みを発揮できる小規模事業者への継続的な伴走型支援に取り組 

む必要がある。さらに、デジタル技術等が急速に進歩する中、業務内容へ変化をもたらし、 

競争上の優位性を確立するため、小規模事業者にも様々な局面でのＤＸに向けた取組が必要だ 

と理解・認識させる支援も必要である。事業計画策定指導及び助言を行い、経営力再構築型の 

伴走支援による小規模事業者の経営力向上を目指す。 
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②第 7次大石田町総合振興計画との連動性・整合性 

    大石田町では、令和 3年 3月に「第 7次大石田町総合振興計画」を策定した。大石田町を取 

り巻く時代の潮流を踏まえ、主要な課題への対応の中から、産業振興に関わる取り組みを次の 

ように掲げている。 

 

1）商業の振興 

 ○商業の再生・活性化 

   商工会と連携した支援体制により、地元に密着した魅力ある商店づくりを推進し、商業 

活動の活性化を目指す。 

    ○商業経営の近代化の促進 

      商工会との連携により、研修・相談機会の拡充や情報提供の充実等、支援体制の強化を 

図り、経営意欲の高揚や後継者の育成、新規開業者の発掘、地元商店街ならではの地域に 

密着したサービスやインターネットを活用した販売の展開、魅力あるイベントの開催、農 

林業や観光と連携した特産品の開発・販売等を促進する。また、厳しさを増す経営環境に 

対応するため、各種融資制度の周知と活用を促し、経営体質・基盤の強化を促進する。 

    ○商業団体の育成・強化 

      商業振興の中核的役割を担う商工会等商業団体の育成・強化を図り、各種活動の一層の 

活発化を促進する。 

（※第 7次大石田町総合振興計画 第 55頁～第 56頁 抜粋） 

   2）工業の振興 

    ○既存企業の経営体質・基盤強化の促進 

      商工会との連携により、研修・相談機会の拡充や情報提供の充実等、支援体制の強化を 

図り、経営意欲の高揚や後継者の育成、事業の拡大等を促進する。また、厳しさを増す経 

営環境に対応するため、各種融資制度の周知と活用を促し、経営体質・基盤の強化を促進 

する。 

    ○特産品開発、新産業創出等への支援 

      関係機関・団体との連携により、情報交換、技術交流の場や研修機会の提供、支援制度 

の整備等、産業支援・研究開発体制の整備を図り、農産物加工における技術の高度化や新 

たな特産品の開発、起業化や新産業の創出を促進する。 

    ○企業誘致の推進 

      東北中央自動車道等の整備による交流・物流の発展可能性を見据えながら関係機関との 

連携により、企業誘致活動に努める。 

（※第 7次大石田町総合振興計画 第 57頁～第 58頁 抜粋） 

 

    上記の大石田町の産業振興に関わる対策を踏まえた上で、経営発達支援事業を展開していき 

小規模事業者の持続的発展に繋げていく。経営者の高齢化や後継者不足等の課題を抱える小規 

模事業者の経営課題の解決を図りながら、経営力向上に対する伴走型支援やＤＸに向けた取組 

支援等は、第 7次大石田町総合振興計画の実現に資する視点であり、連動性・整合性がある。 

 

③大石田町商工会としての役割 

当商工会は、昭和 35年 10月に設立。経営相談・情報提供・調査研究等、地域の総合経済団 

体の役割を担ってきた。経営発達支援計画においては、大石田町の各業種の現状と課題を踏ま 

えながら、事業主の高齢化や後継者不足、商品力の劣化による販売不振、施設設備の老朽によ 

る魅力低下など、諸種の原因による廃業等が懸念される。そうした中で商工会が果たすべき役 

割は、小規模事業者の持続的発展に向けた経営発達支援事業を計画的且つ着実に支援を行うこ 

とである。また、総合経済団体として、行政や他の機関と連携を強化しながら、大石田町の発 

展に寄与するべく、地域経済の更なる発展に貢献していく。 
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（３）経営発達支援事業の目標 

 

小規模事業者の「事業の持続的発展」を着実に進め、「対話」と「傾聴」を重ねながら、 

さらなる成長に繋がる支援を行うため以下の目標を設定し、経営発達支援に取り組んでいく 

ことにする。 

 

 

①小規模事業者の経営力向上に対する支援 

 ・事業計画策定からフォローアップ支援を通して、個々の本質的な課題解決を図ることに 

より、小規模事業者の経営力向上を図る。 

 

 

②事業の持続的発展を思い描く小規模事業者の事業承継支援 

   ・事業主の高齢化や後継者不足等の中、山形県事業承継・引継ぎ支援センターとの協力関係を 

構築し、円滑な事業承継の支援を行いながら、事業者数の減少抑制化・地域経済の活力維 

持を図る。 

 

 

③経営指導員等の経営力再構築伴走支援力の向上 

 ・小規模事業者の多種多様な相談に対し、経営指導員等間の支援ノウハウを共有し、支援力 

の向上を図る。 

 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

２.経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和６年４月１日～令和１１年３月３１日） 

 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 

①小規模事業者の経営力向上に対する支援 

経営実態や経営環境について、深い理解を図りながら、小規模事業者との信頼関係を醸成し、 

事業計画策定からフォローアップ支援を通して、一つ一つの課題に丁寧に向き合う。 

 

 

②事業の持続的発展を思い描く小規模事業者の事業承継支援 

  円滑な事業承継支援は、信頼関係の醸成の上に成り立つものであり、小規模事業者に寄り 

添う支援を心掛ける。 

 

 

③経営指導員等の経営力再構築伴走支援力の向上 

    経営指導員等による情報共有及び OJT等を行い、支援ノウハウや支援事例に発展共有させ 

支援者のスキルアップに繋げる。 
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３.地域の経済動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

［現状］ 

   現状の調査に関する取り組みにおいては、山形県商工会連合会の県内統一景況調査を四半期毎 

に、地域産業状況などの経済動向等について、地域経済観測点として１５事業所を調査している。 

 

［課題］ 

   調査結果については、町内１５事業所と当商工会の内部での活用に留まっていた。今後は、国 

が提供する地域経済分析システム「ＲＥＳＡＳ」、大石田町商工会の独自景気動向調査を実施し、 

調査結果は、報告書を商工会窓口に設置し、広く管内事業者等に周知し、経営力向上に活用でき 

るように公表する。 

※公表方法については、大石田町商工会ホームページを開設していないため、窓口公表とする。 

 

（２）目標 

 
公表 

方法 
現行 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

１０年度 

① 地域の経済動向分

析の公表回数 

窓口 

設置 
― １回 １回 １回 １回 １回 

② 景気動向分析の公

表回数 

窓口 

設置 
４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

③ 大石田町商工会 

独自の景気動向分析 

の公表回数 

窓口 

設置 
― ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

 

（３）事業内容 

 

①地域の経済動向分析（国が提供するビッグデータの活用） 

 

   当地域において真に稼げる産業や事業者に対し、経営資源を集中投下し、効率的な経済活性化 

を目指すため、経営指導員等が地域経済分析システム「ＲＥＳＡＳ」を活用した地域の経済動向 

分析を行い、年１回公表する。 

 

【調査手法】  経営指導員等が地域経済分析システム「ＲＥＳＡＳ」を活用し、地域の経済動向 

分析を行う。 

 

【調査項目】 「地域経済循環マップ・生産分析」   →何で稼いでいるか等を分析 

         「まちづくりマップ・From-to分析」 →人の動き等を分析 

「産業構造マップ」 →産業の現状等を分析 

          ⇒上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

 

 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 
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②県内統一景況調査 

   県内統一景況調査（山形県商工会連合会）において、地域経済観測点を設置し、地域産業状況 

等の経済動向等について、一定期間ごとに変化の実態等諸情報を迅速且つ的確に収集・提供する 

ものであり、年４回公表する。 

 

【調査手法】 管内の小規模事業者に調査票を郵送又はＦＡＸにて依頼し、巡回・窓口・メール・ 

ＦＡＸにて回収する。 

 

【調査対象】 管内小規模事業者１５者 

（製造業３者、建設業３者、小売業４社、サービス業６者程度） 

 

【調査項目】 業況、採算、売上高、資金繰り、仕入単価、経営上の課題等 

 

③大石田町商工会独自の景気動向分析 

管内の景気動向等について、小規模事業者のより詳細な実態を把握するため、景気動向調査を 

実施し、②県内統一景況調査に合算し、経営指導員等が回収した調査票を整理・分析した結果を 

年４回公表する。 

 

【調査手法】 管内の小規模事業者に調査票を郵送又はＦＡＸにて依頼し、巡回・窓口・メール・ 

ＦＡＸにて回収する。 

 

【調査対象】 管内小規模事業者１０者 

（製造業２者、建設業２者、小売業３者、サービス業３者程度） 

 

【調査項目】 業況、採算、売上高、資金繰り、仕入単価、経営上の課題等 

 

（４）調査結果の活用 

 ①県内統一景況調査（調査対象１５者）と大石田町商工会独自の景気動向分析（調査対象１０者） 

の合計２５者の調査表より、整理分析した結果を報告書として商工会窓口に設置し、広く管内事 

業者等に周知する。 

 

 ②経営指導員等が巡回指導を行う際の参考資料等とする。 

 

４.需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］ 

  現状店舗への来店客を中心に営業している。しかし、固定客はいるものの、新規顧客を獲得でき 

ず苦慮している小規模店が存在している。多くの小規模事業者は、プロダクトアウト経営が主流と 

なっているため、顧客のニーズを的確に捉えられずにいる。顧客の声を聴き、販売する商品や提供 

する役務の需要動向を把握する必要があるものの、労力の負担等から、十分に実施されていないの 

が現状である。現状、商工会としても個者に対する需要動向調査支援は行えていない。 

 

［課題］ 

  多くの小規模事業者は、顧客の声の重要性は認識しているものの、人的資源が乏しいことや財源 

不足等により、自ら需要動向調査を実施するのは困難な状況であるため、商工会が支援して調査を 

実施する。支援を通してマーケットイン経営の取組みを構築させ小規模事業者の収益力向上に結び 

つける必要がある。 
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（２）目標 

 
現行 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

１０年度 

アンケート調査による 

支援対象事業者数 
─ ２者 ２者 ２者 ２者 ２者 

アンケート調査 

サンプル数 
─ ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 

 

（３）事業内容 

    商工会が伴走支援しながら、小規模事業者と共に、消費者に対してアンケート調査を行うこ 

とにより、消費者の声を聴き、販売する商品や提供する役務の需要動向を把握するため、経営 

指導員等と小規模事業者との対話を重ねながら、需要動向等を分析して、消費者の嗜好商品の 

販売や提供する役務の改善に繋げる。 

 

  【調査方法】 経営指導員等が準備から実行、分析までを伴走支援しながら、小規模事業者が 

自ら消費者に対し、アンケート調査を行う。調査はデジタル活用もあるが、消費 

者（顧客）との直接的なコミュニケーションを重視して、将来的にはオンライン 

フォームの活用も見据えつつ対面型調査により実施する。 

          

【調査票の収集】 管内の小規模事業者に調査票を対面にて依頼し、巡回・窓口・メール・ 

ＦＡＸにて回収する。 

   

【調査時期】 年１回実施（10月～2月末を予定） 

 

【調査対象】 ①小売業 ②飲食業 ③生活関連サービス業（美容業や理容業等） 

       

       上記①～③のいずれかの同業種の中から、年間２者を選定し、調査を実施する。 

 

【調査サンプル数】 １者あたり１０人程度 

         （町内の小規模事業者は、個人経営が多く、負担を掛けない調査とする。） 

 

【調査項目】 事業者が、来店した顧客に対し、アンケート調査を行う。 

（①～③のいずれかの同業種の中から、年間２者を選定し、調査を実施する。） 

 

①小売業：属性、嗜好的商品の品揃え、価格、接客、店の雰囲気、要望など 

       ②飲食業：属性、メニューの品揃え、味、量、価格、接客、店の雰囲気、 

要望など 

       ③生活関連サービス業：属性、サービス内容、価格、接客、店の雰囲気、 

要望など 

 

【調査結果の活用】 調査項目や需要動向などの情報を経営指導員等が収集・整理したうえで 

調査結果を提供する。調査結果は、経営指導員等が情報を共有し、当該 

事業者に直接説明する形でフィードバックし、更なる改良等を行う。 
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５.経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

 

［現状］ 

    これまで金融支援時や補助金申請時において、数値的な事実である財務分析等の定量分析 

中心に留まっている。売上高の増加、当期純利益の増加、所得の向上に直接繋がっていない 

状況である。現状、セミナー開催は行えていない。 

［課題］ 

    これまで実施しているものの、強み・弱み等の非財務分析の状況をしっかりと把握する必要 

がある。また、小規模事業者に対しては、分析結果のフィードバックを行い、経営改善の指標 

として活用する必要がある。 

 

（２）目標 

 
現行 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

１０年度 

①セミナー開催件数 ― １回 １回 １回 １回 １回 

②経営分析事業者数 １０者 ２０者 ２０者 ２０者 ２０者 ２０者 

 

（３）事業内容 

  ①経営分析セミナーの開催 

   経営分析セミナーの開催を通じて、分析を行う事業者の発掘を行う。経営分析によって、経営 

課題等を把握し、事業計画の策定等への活用について理解を深めるとともに、対象事業者の掘り 

起こしを行う。 

 

【募集方法】 大石田町商工会ホームページを開設していないため、会報・巡回・窓口相談時に 

案内する。 

 

②経営分析の内容 

  【対象者】 セミナー参加者、巡回・窓口相談時から経営分析を希望する意欲的な事業者から、 

対象事業者を掘り起こす。 

 

【分析項目】定量分析たる「財務分析」と定性分析たる「非財務分析」の双方を行う。 

 

≪財務分析≫  直近３期分の収益性、生産性、安全性および成長性の分析を行う。 

 

≪非財務分析≫ 下記項目等について、事業者の内部環境における強み、弱み、事業者を取り巻 

く外部環境の脅威、機会等を整理する。 

 

内部環境 外部環境 

・経営理念 

・経営意欲 

・後継者の有無 

・市場動向 

・市場規模 

・市場シェアの把握 
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・事業沿革 

・商品、製品、サービス 

・技術力・販売力 

・仕入先、取引先 

・IT に関する投資、活用に関する状況 

・顧客リピート率、新規開拓率、取引先企業の 

推移、顧客からのフィードバックの有無 

・取引金融機関、推移 

・組織体制、品質管理、情報管理体制 

・事業計画、経営計画の有無 

・技術、ノウハウ等の知的財産 

・人材育成の仕組み 

・その他 等 

・競合他社との比較 

・商圏内の人口、人流 

・その他 等 

 

【分析アプローチ】小規模事業者に対し、「気づき・腑落ち」を促すことにより、寄り添って 

分析する。 

 

【分析手法】経済産業省の「ローカルベンチマーク」、「経営デザインシート」、中小機構の「経 

営計画つくるくん」等を活用し、経営指導員等が分析を行う。 

非財務分析は、ＳＷＯＴ分析のフレームで整理する。等 

        

（４）分析結果の活用 

①分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定等に活用する。 

②分析結果は、データベース化し内部共有することで、経営指導員等のスキルアップに活用 

する。 

   ③専門的な経営課題を抱える小規模事業者には、エキスパートバンク等の専門家派遣制度を 

活用する。 

④北村山商工会広域連携協議会との連携を図り、経営指導員等による効果的な支援を行う。 

 

 ※北村山商工会広域連携協議会とは、商工会の広域連携体制を円滑に実施するため、村山市 

商工会・東根市商工会・尾花沢市商工会及び大石田町商工会で協議会を組織し、商工業の 

総合的な改善と発達を図り、効率的かつ効果的な運営に資することを目的としている。 

 

６.事業計画策定支援に関すること 

    

（１）現状と課題 

［現状］ 

    小規模事業者においては、自らの課題解決に向けた事業計画策定の必要性の認識が低いこと 

が現状である。現状の策定先は、目に見える形で何らかの効果・結果が期待できることを前提 

に策定している。現状、ＤＸ推進セミナーを実施し、個社支援を行っているが、事業計画策定 

セミナーは行えていない。 

    

［課題］ 

    小規模事業者が自主的に事業計画策定の意義や重要性の理解が浸透していないため、セミナ 

ーの開催方法を見直すなど、改善した上で実施する。 

 

（２）支援に対する考え方 

 事業計画策定セミナー等への参加により、実質的な行動や意識変化を促し、前述５．で経営 

分析を行った事業者の１０者程度/年、事業計画策定に意欲がある事業者を５者程度／年の策 
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定を目指す。また、事業承継相談や金融相談時や各種補助金の申請を契機として事業計画の策 

定を目指す事業者の中から、実現可能性の高いものを選定する。 

 また、ＤＸに向けたセミナーを行い、事業計画の策定・推進にあたっては ITツール活用の 

視座を導入し、小規模事業者の競争力の維持・強化を目指す。 

 

（３）目標 

 

現行 
令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

１０年度 

①ＤＸ推進セミナー １回 １回 １回 １回 １回 １回 

②事業計画策定セミナー ― １回 １回 １回 １回 １回 

事業計画策定事業者数 

※以下の事業承継計画策定事業

者数を含む 

１０者 １５者 １５者 １５者 １５者 １５者 

（事業承継計画策定事業者数） ― ２者 ２者 ２者 ２者 ２者 

※フォローアップ支援の質向上を図るため、令和６年度以降の事業計画策定事業者数の目標を 

定める。 

 

（４）事業内容 

①ＤＸ推進セミナーの開催・ＩＴ専門家派遣 

 ＤＸに関する意識の醸成や基礎知識を習得するため、また実際にＤＸに向けたＩＴツールの 

導入やＷｅｂサイト構築等の取組を推進していくために、セミナーを開催する。 

 

【募集方法】 大石田町商工会ホームページを開設していないため、会報・巡回・窓口相談時 

に案内する。 

 

【支援対象】 経営分析を行った事業者及びＤＸ推進に意欲がある事業者 

 

【参加者数】 １０者程度 

 

【開催回数】 年１回 

 

【カリキュラム】 ＤＸ総論、ＤＸ関連技術（クラウドサービス、ＡＩ等）や具体的な活用事 

         例、クラウド型顧客管理ツールの紹介、ＳＮＳを活用した情報発信方法、 

ＥＣサイトの利用方法等 

 

【手段・手法】  ＤＸセミナーを受講した事業者の中から、取り組み意欲の高い事業者に対 

しては、経営指導員等による相談対応・経営指導を行う中で必要に応じて 

ＩＴ専門家派遣を実施する。なお、効果的な支援を行うため、北村山商工 

会広域連携協議会との連携を図る。 

 

②事業計画策定セミナーの開催 
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    経営分析を行った事業者及び事業承継並びに事業計画策定に意欲がある事業者を対象とし 

た「事業計画策定セミナー」を開催する。セミナーは、年１回、１５者程度にて開催する。 

また、セミナー受講者の中から、地域資源の活用を希望する計画策定者は、外部専門家等を 

活用し、意見をいただきながら支援を行う。 

 

【募集方法】 大石田町商工会ホームページを開設していないため、会報・巡回・窓口相談時 

に案内する。 

 

【支援対象】 経営分析を行った事業者及び事業計画策定に意欲がある事業者 

 

【参加者数】 １５者程度 

 

【開催回数】 年１回 

 

【カリキュラム】 小規模事業者の需要を見据えた事業計画を策定できるようにする。 

 

【手段・手法】 事業計画策定セミナーの受講者の中から、取り組み意欲の高い事業者に対し 

ては、経営指導員等による相談対応・経営指導を行う中で必要に応じて、 

外部専門家も交えて確実に事業計画策定に繋げていく。なお、効果的な支援 

を行うため、北村山商工会広域連携協議会との連携を図る。 

なお、事業承継計画策定に関しては、山形県事業承継・引継ぎ支援セン 

ターとの連携を図りながら計画策定支援する。 

 

７.事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］ 

  これまでの事業計画策定後の実施支援については、巡回訪問・窓口相談によるヒアリング 

にて、実施状況確認を不定期且つ継続的に行われている。現状、フォローアップ対象者数 

１０者の支援を実施している。 

 

  ［課題］ 

    フォローアップ支援による改善に向けた支援を行ってきたが、「気づき・腑落ち」を促しな 

がら、検証・改善へとＰＤＣＡサイクルの確立を意識し、段階的に目標の実現が図られるよう 

伴走型支援を行い、持続的発展を図る。 

 

（２）支援に対する考え方 

   事業計画を策定した全ての事業者を対象とするが、事業計画の進捗状況等により、訪問回数 

を増やして集中的に支援すべき事業者と、ある程度順調と判断し訪問回数を減らしても支障な 

い事業者を見極めた上で、フォローアップ頻度を設定する。 

 

（３）目標 

 
現行 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

１０年度 

フォローアップ 

対象事業者数 
１０者 １５者 １５者 １５者 １５者 １５者 
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頻度（延回数） ５０回 ７６回 ７６回 ７６回 ７６回 ７６回 

利益率 5％以上 

増加の事業者数 
２者 ５者 ５者 ５者 ５者 ５者 

 

（４）事業内容 

    事業計画を策定した事業者を対象として、事業計画策定１５者のうち、２者は毎月１回（売 

上・資金繰りの確認等）合計２４回、他１３者は四半期毎に（売上高総利益・営業利益の確認 

等）合計５２回のフォローアップとする。ただし、事業者からの申出等により、臨機応変に対 

応する。 

 なお、進捗状況が思わしくなく、事業計画との間にズレが生じていると判断する場合には、 

他地区等の経営指導員等や外部専門家など第三者の視点を必ず投入し、当該ズレの発生要因及 

び今後の対応方策を検討の上、フォローアップ頻度の変更等を行う。 

 

８.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］ 

  これまで物産展や商談会への出展、首都圏百貨店等への催事イベントへの参加を通して販路 

開拓支援を行ってきた。また、地域内の小規模事業者の多くはオンラインによる販路開拓等に 

関心があるものの、「高齢化」、「知識不足」、「人材不足」等の理由により、ＩＴを活用した販 

路開拓等のＤＸに向けた取組が進んでおらず、商圏が近隣の限られた範囲にとどまっている。 

 

［課題］ 

  これまで実施しているものの、物産展や商談会参加の事前・事後のフォローが不十分であっ 

たため、改善した上で実施する。また今後、事業承継も進めながら、新たな販路開拓にはＤＸ 

推進が必要であるということを理解・認識してもらい、取組みを支援していく必要がある。 

 

（２）支援に対する考え方 

   商工会が自前で物産展や商談会等を開催するのは困難なため、首都圏や山形県内で開催され 

る既存の物産展や商談会等への参加を目指す。地域の実情と課題を踏まえ、計画期間中、商業・ 

サービス業・製造業を重点支援する。参加にあたっては、経営指導員等が事前・事後の参加支 

援を行う。ＤＸに向けた取組として、データに基づく顧客管理や販売促進、ＳＮＳ情報発信、 

ＥＣサイトの利用等、ＩＴ活用による営業・販路開拓に関するセミナー開催や相談対応を行い、 

理解度を高めた上で、導入にあたっては必要に応じてＩＴ専門家派遣等を実施するなど事業者 

の段階に見合った支援を行う。 

 

（３）目標 

 
現行 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

１０年度 

①物産展 

出展事業者数 
― １者 １者 １者 １者 １者 

売上高／者 ― １０万円 １０万円 １０万円 １０万円 １０万円 



- 15 - 

 

②商談会 

参加事業者数 
― １者 １者 １者 １者 １者 

成約件数／者 ― １件 １件 １件 １件 １件 

③ＳＮＳ活用事業者 ― ２者 ２者 ２者 ２者 ２者 

売上増加率／者 ― ５％ ５％ ５％ ５％ ５％ 

④ＥＣサイト利用事業者数 ― １者 １者 １者 １者 １者 

売上増加率／者 ― ５％ ５％ ５％ ５％ ５％ 

 

（４）事業内容 

 

   ①物産展出展事業（ＢtoＣ） 

     域内や域外への販路開拓を目指す小規模事業者を選定し、全国商工会連合会（ニッポ 

ン全国物産展等）が開催する物産展への出展を通し、新たな需要の開拓の強い意思のある小 

規模事業者の販路拡大を支援する。 

     

②商談会参加事業（ＢtoＢ） 

     山形県企業振興公社主催の「山形県広域商談会」や山形県村山市主催の山形県北村山地区

及び隣接する河北町の製造業者を対象とした「北村山広域商談会」等に、毎年、小規模事業

者を選定し参加させる。参加させるだけでなく、商談会でのプレゼンテーションが効果的に

なるよう事前研修を行うとともに、事後には、名刺交換した商談相手へのアプローチ支援な

ど、商談成立に向けた実効性のある支援を行う。 

     

※山形県広域商談会とは、公益財団法人山形県企業振興公社主催により、年１回開催して 

いる。製造業を対象に発注企業約１３０社・受注企業約２８０社が参加している。 

主に対面式商談会である。 

 

※北村山広域商談会とは、村山市と村山市ものづくり産業振興会主催により、年１回開 

催している。製造業を対象に発注企業約３０社・受注企業約６０社が参加している。 

主に対面式商談会である。 

     

   ③ＳＮＳ活用 

     現状の顧客が近隣の商圏に限られていることから、域外への販路開拓を目指す小規模事業 

者を選定し、より遠方の顧客の取込のため、取り組みやすいＳＮＳを活用し、宣伝効果を 

向上させるための支援を行う。 

 

   ④ＥＣサイトの活用（ＢtoＣ） 

     域内や域外への販路開拓を目指す小規模事業者を選定し、全国商工会連合会等が運営する 

ショッピングサイト等の提案を行いながら、効果的な商品紹介のリード文・写真掲載、商品 

構成等の伴走支援を行う。 
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９.事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］ 

経営発達支援事業の状況については、事業の評価及び見直しをするための仕組みづくりとし 

て「経営発達支援計画外部評価委員会」を設置していた。しかし、評価及び見直しの仕組みが 

うまく機能していなかった。 

 

［課題］ 

経営発達支援計画外部評価委員会の仕組みづくりや小規模事業者への情報公開が不十分 

だったため、ＰＤＣＡサイクルの確立と事業評価報告書の公表が課題である。 

 

（２）事業内容 

①ＰＤＣＡサイクルの確立 

商工会長、副会長、事務局長、法定経営指導員、外部有識者（中小企業診断士や税理士等）、 

大石田町産業振興課商工観光グループとの経営発達支援計画事業評価委員会を年１回開催し、 

経営発達支援事業の進捗状況、評価、見直しを行い、ＰＤＣＡサイクルの仕組みを確立する。 

 

②大石田町商工会窓口での公表 

経営発達支援計画事業評価委員会の評価結果は、大石田町商工会ホームページを開設してい 

ないため、事業評価報告書は窓口に備え付け、地域の小規模事業者等が常に閲覧できるように 

する。 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］ 

 山形県商工会連合会が主催する職種別研修会（経営指導員等研修会、経営支援員等研修会） 

への派遣と経営指導員等を対象とした専門スタッフ研修の派遣により、山形県内の統一したテ 

ーマを学び、スキル向上を図る。 

 

［課題］ 

現状参加している研修等は、統一的な課題解決であるため、個々の課題解決のための実践的 

なノウハウを学ぶ機会と乖離している部分がある。資質向上には、その他個々にあった支援対 

策を学ぶ機会も求められる。 

 

（２）事業内容 

①不足するノウハウの補完及び新たなスキル習得のため、外部研修会等の積極的活用 

【外部機関が主催する研修会等参加による支援能力向上】 

  経営発達支援事業を推進するにあたり、高度な支援能力が求められており、小規模事業者 

に対する支援能力を向上させていく必要がある。中小企業大学校が主催する経営支援手法に 

関する研修等や、中小企業基盤整備機構が主催する中小企業支援担当者向け研修等に参加 

し、職員個人の資質や能力を加味し、不足している能力の向上を図るため、計画的に派遣す 

る。 

 

 

Ⅱ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 
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【経営革新塾】 

経営指導員等の資質向上のため、山形県商工会連合会主催の「経営革新塾」に参加し、相 

談内容に応じた専門家への取次ぎ等を通して小規模事業者のサポートを図りながら、経営計 

画策定のノウハウを習得する。 

 

【経営指導員等ＷＥＢ研修】 

  全国商工会連合会が提供する経営指導員等が経営指導をしていく上で必要となる、学習・ 

研修をＷｅｂ上で行うオンライン研修にて受講し、小規模事業者の高度化・多様化するニー 

ズに対応し、専門性や資質向上に必要な知識を習得する。 

 

【ＤＸ推進に向けたセミナー】 

喫緊の課題である小規模事業者のＤＸ推進への対応にあたっては、経営指導員及び経営支 

援員のＩＴスキルを向上させ、ニーズに合わせた相談・相談を可能にするため、下記のよう 

なＤＸ推進取組に係る相談・指導能力の向上のためのセミナーについても積極的に参加し、 

経営指導員等の資質向上を図る。 

 

＜ＤＸに向けたＩＴ・デジタル化の取組＞ 

 ア）事業者にとって内向け（業務効率化等）の取組 

  ＲＰＡシステム、クラウド会計ソフト、電子マネー商取引システム等のＩＴツール、 

  テレワークの導入、補助金の電子申請、情報セキュリティ対策等 

 

イ）事業者にとって外向け（需要開拓等）の取組 

 ホームページ等を活用した自社ＰＲ・情報発信方法、ＥＣサイト構築・運用、オンライン 

展示会、ＳＮＳを活用した広報、モバイルオーダーシステム等 

 

ウ）その他取組 

 オンライン経営指導方法等 

 

②ＯＪＴ制度の導入 

ＯＪＴの実施においては、経営指導員等が、巡回指導や窓口相談の機会を共有、積極的な 

ＯＪＴを実施し、組織全体としての支援能力の向上を図る。 

   ③職員間の定期ミーティングの開催 

     毎月１回、職員間の会議を開催し、事業の進捗状況や経営支援の基礎、施策情報の共有等、 

意見交換を行うことで職員の支援能力の向上を図る。 

 

④データベース化 

  経営支援システムのデータ入力を適時・適切に行い、支援中の小規模事業者の状況等を職 

員全体が相互共有できるようにすることで、担当外職員でも一定レベル以上の対応ができる 

ようにするとともに、支援ノウハウを蓄積し組織内共有することで支援能力の向上を図る。 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 

必要な資金の額 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 

 

3.地域の経済動向調査 

4.需要動向調査 

5.経営状況の分析 

6.事業計画策定支援 

7.事業計画策定後の実施支援 

8.新たな需要の開拓に寄与 

する事業 

9.事業の評価及び見直しを 

するための仕組みに関する 

こと 

10．経営指導員等の資質向上 

等に関すること 

 

 

 

 

100 

100 

150 

600 

300 

300 

 

100 

 

 

100 

100 

100 

150 

600 

300 

300 

 

100 

 

 

100 

100 

100 

150 

600 

300 

300 

 

100 

 

 

100 

100 

100 

150 

600 

300 

300 

 

100 

 

 

100 

100 

100 

150 

600 

300 

300 

 

100 

 

 

100 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

国補助金、県補助金、町補助金、会費収入、手数料収入、事業収入、受益者負担金 等。 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 


